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企業立地促進法に基づく工場立地法の特例措置に関する 

条例制定のガイドラインの公表について 

 
「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す

る法律」（平成１９年４月２７日成立、６月１１日施行）に基づき、市町村は、

同法に基づく「基本計画」において「企業立地重点促進区域」を定め、国の同

意を受けた場合、工場立地法の特例措置として、緑地面積率及び環境施設面積

率を条例で定めることができるようになりました。 

そこで、同法に基づく条例制定にあたっての基本的な考え方と条例の参考モ

デルを記載したガイドラインを公表いたします。 

 

（別紙１） 「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性

化に関する法律」（以下「企業立地促進法」という。）に基づく

工場立地法の特例措置に関する基本的な考え方について 

 

（別紙２） 企業立地促進法第１０条第１項に基づく条例について 

 

（別紙３） 企業立地促進法第１０条第１項に基づく条例を廃止する条例につ

いて 

 

（別紙４） 企業立地促進法第１０条第１項に基づく条例を一部改正する条例

について 
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（別紙１） 

 

「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」に

基づく工場立地法の特例措置に関する基本的な考え方について 

 

 

１．特例措置の制度概要について 

 

（１）特例措置の適用 

 

「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」

（平成１９年法律第４０号。以下「企業立地促進法」という。）における、工場立地

法（昭和３４年法律第２４号）に係る特例措置の概略は以下の通りとなります。 

まず、企業立地促進法における工場立地法の特例措置を適用するためには、以下の

３点が前提となります。 

① 市町村及び都道府県が共同して、企業立地促進法第５条に基づき、同法第７条

の規定により組織する「地域産業活性化協議会」における協議を経て、「産業

集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画」（法第５条第１項に

規定。以下「基本計画」という。）を策定する。 

② その際、「基本計画」に、「企業立地重点促進区域」（法第５条第２項第３号に

規定）及び特例措置の実施により期待される産業集積の形成又は産業集積の活

性化の効果（企業立地促進法第５条第２項第４号に規定）を定める。 

③ 上記内容を盛り込んだ「基本計画」に関する国の同意を受ける。 

 

上記の措置がなされることにより、市町村は、国の同意を受けた企業立地重点促進

区域（以下「同意企業立地重点促進区域」という。）における工場又は事業場の緑地

面積率及び環境施設面積率について、国の定める基準の範囲内で、区域の区分ごとに

条例（以下「緑地面積率等条例」という。）を定めることが可能となります。（企業立

地促進法第１０条第１項） 

したがって、工場立地法の特例措置を適用する場合は、上述の内容を経た上で、条

例を制定してください。 

 

（２）特定措置の制度構造 

 

上述の通り、工場立地法の特例措置は、「基本計画」の存在を前提にしているもの

であり、特例措置の構造を図解すると下図の例のとおりとなります。 
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         乙種区域 

             b %   丙種区域 c % 

               

 

  条例で区域の区分ごとに緑地面積率等を規定（数値は緑地面積率の例示） 

 

（１）で述べた、「緑地面積率等条例」は、工場立地法第４条第１項の規定に基づ

き、国により公表された準則に代えて適用すべき準則として定めることになります。

また、工場立地法第４条の２第１項の規定に基づく都道府県又は政令市により定めら

れた準則（以下「地域準則」という。）がある場合には、当該地域準則に代えて適用

すべき準則として定めることになります。（図１、図２参照） 

なお、地域準則が定められている区域と、緑地面積率等条例を定める区域とに重複

がある場合（図２）には、事業者等の方々の混乱を防ぐ観点から、緑地面積率等条例

によって定められる区域を地域準則の適用区域から除くよう、地域準則を改正するこ

とが望ましいと考えられます。 

 

＜地域準則が定められていない場合：国の準則に代わるものとして緑地面積率等条例を定める＞ 

（図１） 

国の準則（緑地面積率：２０％） 

 

①第１０条第１項に基づく準則（条例） 

（緑地面積率例：a ％） 

                  

＜地域準則が定められている場合：国の準則及び地域準則に代わるものとして緑地面積率等条例

を定める＞（図２） 

 

国の準則（緑地面積率：２０％） 

 

地域準則 

（緑地面積率例：X ％） 

第１０条第１項に基づく（条例）                

（緑地面積率例：a ％）  

 

基本計画 
企業立地重点促進区域 



 

（３）特例措置の終了 

 

基本計画が終了する場合、基本計画に定められた企業立地重点促進区域も無くなる

こととなるため、緑地面積率等条例も効力を失うことになります。 

 緑地面積率等条例が失効するパターンは以下の３つが想定されます。 

 

① 基本計画の計画期間が満了する場合 

② 基本計画の計画期間満了前に市町村が自主的に当該計画を終了する場合 

③ 基本計画の計画期間中に、市町村が（計画中の他の部分は維持したまま）同意

企業立地重点促進区域を廃止（一部変更を含む（※））する場合 

（※）基本計画の計画期間中に同意企業立地重点促進区域が一部変更となった

場合には、当該変更により、同意企業立地重点促進区域では無くなった区

域についてのみ、条例が失効することとなる。 

 

 

２．企業立地促進法に基づく条例制定について 

 

 企業立地促進法における工場立地法の特例措置に関連した条例としては、以下の３

つが想定されます。 

 

①企業立地促進法第１０条第１項に基づく緑地面積率等条例 

②緑地面積率等条例を廃止する条例 

③緑地面積率等条例を一部改正する条例 

 

①は、特例措置の適用を行うための条例です。特例措置の適用される区域の範囲の

指定、緑地及び環境施設の面積率等について定めるものです。 

②は、基本計画の終了等に伴い、①を廃止するための条例であり、また、廃止に伴

う経過措置等について、定めるものです。 

③は、基本計画の改正等に伴い、特例措置の適用される区域の範囲や緑地及び環境

施設の面積率等の改正について定めるものです。 

 

 

３．同意企業立地重点促進区域を廃止（一部変更を含む）することに伴い、基本計画

を変更する場合の注意事項 

 

 企業立地促進法における工場立地法の特例措置は、基本計画の中に定める同意企業

立地重点促進区域の存する市町村が、緑地面積率等条例を制定することにより適用さ



れることから、基本計画が変更され、同意企業立地重点促進区域の廃止（一部変更を

含む）が行われる場合は、当該基本計画の変更日と緑地面積率等条例の一部改正の日

付が同一となることが求められます。 

 具体的な注意事項としては、政令で定められている基本計画の変更の協議書（様式

第２）の「１ 変更しようとする事項」に、当該変更が効力を有することとなる日付

を明記し、同意を受けた場合には、当該日付をもって変更とされるよう手続きを行う

とともに、廃止または、改正を行う条例の施行日が当該日付と同一の日付となるよう、

「地域産業活性化協議会」において、十分に調整を行うことが必要です。 

 

 



（別紙２） 

 

企業立地促進法第１０条第１項に基づく条例について 

 

 

今回の特例措置を適用させるに当たっては、まず、「企業立地促進法第１０条第１

項に基づく緑地面積率等条例」を制定することが必要です。 

既に、企業立地促進法第１０条第２項に基づき、国は「緑地面積率等に関する同意

企業立地重点促進区域についての基準」（平成１９年財務省、厚生労働省、農林水産

省、経済産業省、国土交通省告示第２号）を公表しています。 

これを踏まえ、その範囲内で、市町村が同意企業立地重点促進区域について区域を

区分し、それぞれの区域に適用される緑地面積率等を定めることになります。 

 

（本則） 

第１条 

 本条例の趣旨を定めます。本条例が、国準則（あるいは地域準則）に代えて適用す

べきものであることを明記します。 

 

第２条 

 本条例における用語の定義を定めます。 

 

第３条 

 本条例の最も重要な規定です。「緑地面積率等に関する同意企業立地重点促進区域

についての基準」に基づき、特例措置の適用を受ける地域を「甲種区域」「乙種区域」

「丙種区域」にそれぞれ区分し、緑地面積率、環境施設面積率をそれぞれ定めます。 

 

（附則） 

第１条 

 施行日を定めます。 

 

第２条 

 国が公表している準則の備考欄にある、いわゆる既存工場等（昭和４９年６月２８

日時点で既に設置されている又は設置のための工事が行われている工場又は事業場

を指す。）の緑地及び環境施設の面積の算定方法について、同様の考え方に基づき、

本条例においても定めます。 
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置
す
る
緑
地
の
面
積

環
境
施
設
の
必
要
量
の
算

  



定
式
を
定
め
た
も
の
で
あ

る
。

二

当
該
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
に
伴
い
設
置
す
る
環
境
施
設
の
面
積

第
２
条
第
３
項
は
、
乙

３

前
二
項
の
規
定
は
、
既
存
工
場
等
が
第
三
条
の
表
に
お
け
る
乙
種
区
域
又
は
丙
種
区
域
の
区
域
の
範
囲
内
に
存
す
る
場
合

種
区
域
、
丙
種
区
域
に
関

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
乙
種
区
域
の
区
域
の
範
囲
内
に
存
す
る
既
存
工
場
等
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
及

す
る
計
算
式
は
、
前

の

び
第
二
項
中
「
ａ
」
と
あ
る
の
は
「
ｂ
」
と

「
ｘ
」
と
あ
る
の
は
「
ｙ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、
丙
種
区
域
の
区
域
の

条

、

規
定
を
準
用
す
る
旨
を
規

範
囲
内
に
存
す
る
既
存
工
場
等
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
ａ
」
と
あ
る
の
は
「
ｃ
」
と

「
ｘ
」
と
あ
る
の
は

、

定
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
ｚ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 



（別紙３） 

 

企業立地促進法第１０条第１項に基づく条例を廃止する条例について 

 

 

将来、何らかの理由で基本計画が終了する際には、緑地面積率等条例を廃止する条

例を定めることとなります。 

緑面積率等条例の廃止に伴い、特例措置の適用を受けていた特定工場は、再び国の

準則（地域準則が定められている場合は地域準則）の適用を受けることになります。

このような場合には、特定工場の事業者の利益に配慮し、整備すべき緑地面積率等に

係る法的な安定性を確保することが望まれます。具体的には、緑地面積率等条例を廃

止する条例を制定する場合に、当該廃止条例中に経過措置を規定することになります。 

基本計画が終了する場合、仮に条例が廃止されなかったとしても、条例は効力を失

うこととなり、事実上、同様の効果が得られますが、事業者等の混乱を避けるため、

基本計画の終了と廃止条例の施行日を一致させることが求められます。 

 

 

（本則） 

 緑地面積率等条例を廃止する旨を定めます。 

 

（附則） 

第１条 

 本条例の施行日を定めます。 

 

第２条 

 本条例に伴う経過措置を規定します。企業立地促進法に基づく工場立地法の特例の

適用を受けた特定事業者に対しては、国が公表している準則の備考欄にある、いわゆ

る既存工場等（昭和４９年６月２８日時点で既に設置されている又は設置のための工

事が行われている工場又は事業場を指す。）の緑地及び環境施設の面積の算定方法と

同様の考え方に基づき、経過措置を定めます。 

 

第３条 

 前条の経過措置の適用期間を定めます。特例の適用を受けた特定工場の事業者の利

益に配慮し、整備すべき緑地面積率等に係る法的な安定性を確保する観点で、合理的

な期間であることが望ましいと考えられます。ここでは、参考例として、１０年とし

ています。 

 



参
考
２
．
第
十
条
第
一
項
に
基
づ
く
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
○
市
条
例
第
○
号

○
○
市
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
準
則
を
定
め
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

○
○
市
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の

規
定

に
基
づ
く
準
則
を
定
め
る
条
例
（
平
成
○
○
年
条
例
第
○
○
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成

年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

次
項
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
○
○
市
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積

【
】
書
は
工
場
立
地

の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
準
則
を
定
め
る
条
例
の
適
用
を
受
け
た
特
定
工
場
（
以

法
第
四
条
の
二
第
一
項

下

「
特
例
特
定
工
場
」
と
い
う

）
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
（
生
産
施
設
の
面
積
の

に
基
づ
く
地
域
準
則
が

、

。

減
少
を
除
く
。
以
下
同
じ

）
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
工
場
立
地
に
関
す
る
準
則
（
平
成
十
年
大
蔵
省
、
厚
生
省
、
農
林
水
産

定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

。

省
、
通
商
産
業
省
、
運
輸
省
告
示
第
一
号

【
○
○
県
工
場
立
地
法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
準
則
を
定
め
る
条

に
記
載
す
る
。

）

例
（
平
成
○
○
年
条
例
第
○
○
号

】
第
二
条
【
第
○
○
条
】
の
規
定
に
適
合
す
る
緑
地
及
び
同
準
則
第
三
条
【
同
条
例
第
○

）

○
条
】
の
規
定
に
適
合
す
る
環
境
施
設
の
面
積
の
算
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

計
算
式
中
の
Ｒ
は
緑
地

一

当
該
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
に
伴
い
設
置
す
る
緑
地
の
面
積

面
積
率
、
Ｋ
は
環
境
施
設

面
積
率
を
表
し
て
い
る
。

地
域
準
則
が
定
め
ら
れ

て
い
る
場
合
は
、
Ｒ
を
そ、

の
緑
地
面
積
率
の
数
値
に

Ｋ
を
環
境
施
設
面
積
率
の

数
値
に
そ
れ
ぞ
れ
置
き
換

え
る
こ
と
。

地
域
準
則
が
定
め
ら
れ

て
い
な
い
場
合
に
は
、
Ｒ

「

」

、

「

」

を

に

Ｋ
を

0.20
0.25

に
そ
れ
ぞ
れ
置
き
換
え
る

こ
と
。

二

当
該
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
に
伴
い
設
置
す
る
環
境
施
設
の
面
積



２

工
場
立
地
に
関
す
る
準
則
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
二
以
上
の
業
種
に
属
す
る
特
例
特
定
工
場
に
お
い
て
、
こ
の
条
例

の
施
行
後
に
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
同
準
則
第
二
条
【
○
○
県
工
場
立
地
法
第
四
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
準
則
を
定
め
る
条
例
第
○
○
条
】
の
規
定
に
適
合
す
る
緑
地
及
び
同
準
則
第
三
条
【
同
条
例
第
○
○
条
】
の
規

定
に
適
合
す
る
環
境
施
設
の
面
積
の
算
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
に
伴
い
設
置
す
る
緑
地
の
面
積

二

当
該
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
に
伴
い
設
置
す
る
環
境
施
設
の
面
積



第
三
条

前
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

第
３
条
は
、
本
条
例

の
施
行
後
、
当
該
区
域

の
範
囲
に
存
す
る
工
場

等
に
つ
い
て
、
経
過
措

置
の
適
用
期
間
を
定
め

た
も
の
で
あ
る
。

参
考
例
と
し
て
、
適

用
期
間
は
十
年
と
し
て

い
る
。



（別紙４） 

 

企業立地促進法第１０条第１項に基づく条例を一部改正する条例について 

 

 

緑地面積率等条例が施行されている間に、同条例の適用を受ける区域の範囲又は当

該区域の範囲に適用すべき緑地面積率等を変更する必要が生じた場合には、同条例の

一部改正条例を制定する必要があります。 

また、同条例の適用される区域の範囲に変更があった場合には、同条例の適用を受

けないこととなった特定工場に対しては、企業立地促進法第１０条第１項に基づく条

例を廃止する条例と同様に、経過措置が望まれます。 

 

 

（本則） 

 改正後の区域の範囲、緑地等の面積率を定めます。 

 

（附則） 

第１条 

 施行期日を定めます。 

 

第２条 

 新たに、区域の範囲を追加する場合は、国が公表している準則の備考欄にある、い

わゆる既存工場等（昭和４９年６月２８日時点で既に設置されている又は設置のため

の工事が行われている工場又は事業場を指す。）の緑地及び環境施設の面積の算定方

法について、同様の考え方に基づき、本条例においても定めます。一方、区域の範囲

を加えない場合は、本条の制定は不要です。 

 

第３条 

 新たに、区域の範囲を削る場合は、本条例に伴う経過措置を定めます。企業立地促

進法に基づく工場立地法の特例の適用を受けた特定事業者に対しては、いわゆる既存

工場等の緑地及び環境施設の面積の算定方法と同様の考え方に基づき、経過措置を定

めます。一方、区域の範囲を削らない場合は、本条の制定は不要です。 

 

第４条 

 前条の経過措置の適用期間を定めます。特例の適用を受けた特定工場の事業者の利

益に配慮し、整備すべき緑地面積率等に係る法的な安定性を確保する観点で、合理的

な期間であることが望ましいと考えられます。ここでは、参考例として、１０年とし

ています。なお、前条を制定しない場合は、本条の制定は不要です。 



参
考
３
．
第
十
条
第
一
項
に
基
づ
く
条
例
を
一
部
改
正
す
る
条
例
（
区
域
の
範
囲
又
は
緑
地
等
面
積
率
の
改
正
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
○
市
条
例
第
○
号

○
○
市
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
に
基

づ
く
準
則
を
定
め
る
条
例
を
一
部
改
正
す
る
条
例

○
○
市
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
に
基
づ
く

こ
の
例
は
、
第
三
条

準
則
を
定
め
る
条
例
（
平
成
○
○
年
条
例
第
○
○
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
表
に
お
い
て
、
区
域

第
三
条
の
表
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

の
範
囲
の
変
更
等
を
行

も
の
で
あ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成

年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
既
存
工
場
等
に
係
る
面
積
の
算
定
）

第
２
条
第
１
項
の
計
算

第
二
条

次
項
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
昭
和
四
十
九
年
六
月
二
十
八
日
に
設
置
さ
れ
て
い
る
又
は
設
置
の
た
め
の
工
事
が
行
わ

式
は
、
届
出
既
存
工
場
の

れ
て
い
る
工
場
立
地
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
業
等
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場

以
下

既
存
工
場
等

と
い
う

（

「

」

。）
生
産
施
設
面
積
の
変
更
に

が
第
三
条
の
表
に
お
け
る
甲
種
区
域
の
区
域
の
範
囲
内
に
存
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
既
存
工
場
等
に
お
い
て
、
生
産
施
設

伴
う
、
緑
地
及
び
環
境
施

の
面
積
の
変
更
（
生
産
施
設
の
面
積
の
減
少
を
除
く
。
以
下
同
じ

）
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
同
条
の
表
の
各
欄
に
定
め
る
割

。

設
の
必
要
量
の
算
定
式
を

合
に
適
合
す
る
緑
地
及
び
環
境
施
設
の
面
積
の
算
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
に
伴
い
設
置
す
る
緑
地
の
面
積

。

定
め
た
も
の
で
あ
る

第
２
条
第
１
項
第
１
号

「

」

、

の
計
算
式
中
の

ａ

は

第
三
条
の
表
に
お
い
て
甲

種
区
域
に
設
定
さ
れ
る
区

域
の
緑
地
面
積
率
を
挿
入

し
た
も
の
。

例
え
ば
、
甲
種
区
域
の

緑
地
面
積
率
を
１
８
％
に

「

」

設
定
し
た
場
合
は

0
.18

と
な
る
。

 

区
域
の
範
囲

緑
地
の
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す

る
割
合

環
境
施
設
の
面
積
の
敷
地
面
積
に

対
す
る
割
合

甲
種
区
域

○
○
町
△
丁
目
、
○
○
町
□
丁
目
、
□
□
町
◇
丁
目
、
・
・
・
・
・
・

ａ
　
以
上

ｘ
　
以
上

乙
種
区
域

△
△
町
○
丁
目
、
△
△
町
□
丁
目
、
□
□
町
○
丁
目
、
・
・
・
・
・
・

ｂ
　
以
上

ｙ
　
以
上

丙
種
区
域

□
□
町
△
丁
目
、
○
○
町
×
丁
目
、
△
△
町
◇
丁
目
、
・
・
・
・
・
・

ｃ
　
以
上

ｚ
　
以
上



第
２
条
第
１
項
第
２
号

二

当
該
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
に
伴
い
設
置
す
る
環
境
施
設
の
面
積

「

」

、

の
計
算
式
中
の

ｘ

は

第
三
条
の
表
に
お
い
て
甲

種
区
域
に
設
定
さ
れ
て
い

る
区
域
の
環
境
施
設
面
積

率
を
挿
入
し
た
も
の
。

例
え
ば
、
甲
種
区
域
の

環
境
施
設
面
積
率
を
２
３

％
に
設
定
し
た
場
合
は

「

」
と
な
る
。

0
.23第

２
条
第
２
項
の
計
算

２

工
場
立
地
に
関
す
る
準
則
（
平
成
十
年
大
蔵
省
、
厚
生
省
、
農
林
水
産
省
、
通
商
産
業
省
、
運
輸
省
告
示
第
一
号
）
法
準

式
は
、
届
出
既
存
工
場
が

則
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
二
以
上
の
業
種
に
属
す
る
既
存
工
場
等
が
、
第
三
条
の
表
に
お
け
る
甲
種
区
域
の
区
域
の
範

複
数
業
種
を
営
ん
で
い
る

囲
内
に
存
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
既
存
工
場
等
に
お
い
て
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
同
条
の
表
の

る
場
合
の
生
産
施
設
面
積

各
欄
に
定
め
る
割
合
に
適
合
す
る
緑
地
及
び
環
境
施
設
の
面
積
の
算
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
行
う

の
変
更
に
伴
う
緑
地
及
び

も
の
と
す
る
。

環
境
施
設
の
必
要
量
の
算

一

当
該
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
に
伴
い
設
置
す
る
緑
地
の
面
積

定
式
を
定
め
た
も
の
で
あ

る
。

  



二

当
該
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
に
伴
い
設
置
す
る
環
境
施
設
の
面
積

第
２
条
第
３
項
は
、
乙

３

前
二
項
の
規
定
は
、
既
存
工
場
等
が
第
三
条
の
表
に
お
け
る
乙
種
区
域
又
は
丙
種
区
域
の
区
域
の
範
囲
内
に
存
す
る
場
合

種
区
域
、
丙
種
区
域
に
関

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
乙
種
区
域
の
区
域
の
範
囲
内
に
存
す
る
既
存
工
場
等
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
及

す
る
計
算
式
は
、
前

の

び
第
二
項
中
「
ａ
」
と
あ
る
の
は
「
ｂ
」
と

「
ｘ
」
と
あ
る
の
は
「
ｙ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、
丙
種
区
域
の
区
域
の

条

、

規
定
を
準
用
す
る
旨
を
規

範
囲
内
に
存
す
る
既
存
工
場
等
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
ａ
」
と
あ
る
の
は
「
ｃ
」
と

「
ｘ
」
と
あ
る
の
は

、

定
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
ｚ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条

次
項
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
○
○
市
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積

《
》
書
は
本
条
例
に

の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
準
則
を
定
め
る
条
例
の
適
用
を
受
け
た
特
定
工
場
で
あ

お
け
る
区
域
の
範
囲
の

っ
て
、
廃
止
区
域
（
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
第
三
条
の
表
で
区
域
の
範
囲
に
掲
げ
ら
れ
た
区
域
の
う
ち
、
こ
の
条
例
に
よ

変
更
が
、
縮
小
の
み
で

る
改
正
後
の
第
三
条
の
表
で
区
域
の
範
囲
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
に
存
す
る
も
の
（
以
下

「
廃

あ
る
た
め
、
第
二
条
が

。

、

止
区
域
特
例
特
定
工
場
」
と
い
う

）
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
《

生
産
施
設
の
面
積

定
め
ら
れ
な
い
場
合
に

。

（

の
減
少
を
除
く
。
以
下
同
じ

》
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
工
場
立
地
に
関
す
る
準
則
《

平
成
十
年
大
蔵
省
、
厚
生
省
、
農
林

記
載
す
る
。

。）

（

水
産
省
、
通
商
産
業
省
、
運
輸
省
告
示
第
一
号

【
○
○
県
工
場
立
地
法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
準
則
を
定

【
】
書
は
工
場
立
地

）
》

め
る
条
例
（
平
成
○
○
年
条
例
第
○
○
号

】
第
二
条
【
第
○
○
条
】
の
規
定
に
適
合
す
る
緑
地
及
び
同
準
則
第
三
条
【
同
条

法
第
四
条
の
二
第
一
項

）

例
第
○
○
条
】
の
規
定
に
適
合
す
る
環
境
施
設
の
面
積
の
算
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と

に
基
づ
く
地
域
準
則
が

す
る
。

定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

一

当
該
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
に
伴
い
設
置
す
る
緑
地
の
面
積

に
記
載
す
る
。

計
算
式
中
の
Ｒ
は
緑
地

面
積
率
、
Ｋ
は
環
境
施
設

面
積
率
を
表
し
て
い
る
。

地
域
準
則
が
定
め
ら
れ



て
い
る
場
合
は
、
Ｒ
を
そ、

の
緑
地
面
積
率
の
数
値
に

Ｋ
を
環
境
施
設
面
積
率
の

数
値
に
そ
れ
ぞ
れ
置
き
換

え
る
こ
と
。

地
域
準
則
が
定
め
ら
れ

て
い
な
い
場
合
に
は
、
Ｒ

「

」

、

「

」

を

に

Ｋ
を

0.20
0.25

に
そ
れ
ぞ
れ
置
き
換
え
る

こ
と
。

二

当
該
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
に
伴
い
設
置
す
る
環
境
施
設
の
面
積

２

工
場
立
地
に
関
す
る
準
則
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
二
以
上
の
業
種
に
属
す
る
廃
止
区
域
特
例
特
定
工
場
に
お
い
て
、

こ
の
条
例
の
施
行
後
に
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
同
準
則
第
二
条
【
○
○
県
工
場
立
地
法
第
四
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
準
則
を
定
め
る
条
例
第
○
○
条
】
の
規
定
に
適
合
す
る
緑
地
及
び
同
準
則
第
三
条
【
同
条
例
第

○
○
条
】
の
規
定
に
適
合
す
る
環
境
施
設
の
面
積
の
算
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す

る
。

一

当
該
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
に
伴
い
設
置
す
る
緑
地
の
面
積



二

当
該
生
産
施
設
の
面
積
の
変
更
に
伴
い
設
置
す
る
環
境
施
設
の
面
積

第
四
条

前
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

第
４
条
は
、
本
条
例

の
施
行
後
、
廃
止
区
域

特
例
特
定
工
場
に
つ
い

て
、
経
過
措
置
の
適
用

期
間
を
定
め
た
も
の
で

あ
る
。

参
考
例
と
し
て
、
適

用
期
間
は
十
年
と
し
て

い
る
。



条
例
作
成
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十

号
。
以
下
「
企
業
立
地
促
進
法
」
と
い
う

）
第
十
条
第
一
項
に
基
づ
く
条
例
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な

。

点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

１

条
例
の
適
用
を
受
け
る
区
域
の
範
囲
は
、
同
意
基
本
計
画
（
企
業
立
地
促
進
法
第
七
条
に
規
定
す
る
同
意
基
本
計
画

を
い
う
。
た
だ
し
、
同
法
第
五
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る

）
に
お
い
て
定
め

。

ら
れ
た
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
区
域
（
以
下
「
同
意
企
業
立
地
重
点
促
進
区
域
」
と
い
う

）
内
で
あ
る
こ
と
。

。

２

同
意
企
業
立
地
重
点
促
進
区
域
に
お
け
る
製
造
業
等
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
の
緑
地
及
び
環
境
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ

の
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
企
業
立
地
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表

さ
れ
た
緑
地
面
積
率
等
に
関
す
る
同
意
企
業
立
地
重
点
促
進
区
域
に
つ
い
て
の
区
域
の
区
分
ご
と
の
基
準
（
平
成
十
九
年

財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
告
示
第
二
号
）
の
範
囲
内
で
設
定
す
る
こ
と
。

３

条
例
を
制
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
開
発
許
可
担
当
部
局
・
都
市
緑
地
担
当
部
局
等
関
係
部
局
と
協
議
す
る
こ
と
が

の
ぞ
ま
れ
る
こ
と
。




